
〒915-0853 越前市行松町25-10

Tel：0778-23-1021 Fax：0778-23-1013

障害者の新規雇入れや雇用の継続のために、施設・設備の整備、介助者の配置など
特別な措置が必要となり、経済的な負担を伴うことがあります。
そんなとき、助成金を活用することによって
経済的負担の軽減、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることができます。

高齢・障害者業務課

当機構ホームページでは助成金制度の説明動画を配信しています。
「各助成金のごあんない」パンフレットとあわせてご覧ください。

事業主のみなさまへ

令和７年度
障害者雇用助成金説明会のご案内

障害者雇用助成金に関する説明会への参加申込みを
受付しております。

◆日 程 原則として毎週水曜日（参加希望者がいる場合）

◆場 所 ポリテクセンター福井（越前市行松町25-10）

◆説明時間 10：00 ～ 16：00 の内、ご希望の時間に説明します。

障害者雇用納付金関係助成金とは

◆障害者作業施設設置等助成金
雇用する障害者が作業を行う施設・設備を
設置・整備する事業主の方へ

◆障害者介助等助成金
障害者のために必要な介助等を行う事業
主の方へ

◆重度障害者等通勤対策助成金
通勤を容易にするための措置を行う事業主
の方へ

◆障害者福祉施設設置等助成金
雇用する障害者のために福利厚生施設を
設置・整備する事業主の方へ

◆職場適応援助者助成金
障害者の職場への適応を図るために、職場
適応援助者による支援を実施した事業主の
方へ

◆障害者能力開発助成金
障害者能力開発訓練の事業を行う事業主
の方へ

◆障害者雇用相談援助助成金
労働局から認定を受け、障害者雇用相談援
助事業を利用事業主に対して実施する事業
主の方へ

動画はコチラ☞



Fax：0778-23-1013

障害者作業施設設置等助成金 (作業施設を整備する)

障害者福祉施設設置等助成金 (福祉施設(休憩室等)を整備する)

障害者介助等助成金 (介助者等の配置・委嘱、手話通訳・要約筆記担当者の委嘱等)

職場適応援助者助成金 (訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援)

重度障害者等通勤対策助成金 (通勤を容易にする)

障害者能力開発助成金 (障害者職業能力開発訓練を行う)

障害者雇用相談援助助成金 (障害者雇用相談援助事業を実施する)

障害者雇用助成金説明会参加申込書

希望する助成金のコースに〇をご記入ください。

☞お申込みは電話かFaxでお願いします。

※日時等を調整させていただく場合がございますので、

ご了承ください。

事 業 所 名

連 絡 先

ご 担 当 者

所 在 地
〒

希 望 日 時
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